
条

例 

埼
玉
県
議
会
議
員
又
は
埼
玉
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

埼
玉
県
議
会
議
員
又
は
埼
玉
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の

公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
議
会
議
員
又
は
埼
玉
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営

に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
の
ビ
ラ
（
埼
玉
県
知
事
の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
「
及
び
第
四
号
の
ビ
ラ
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
（
埼
玉
県
知
事
の
選
挙
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
九
条
中
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
四
号
の
選
挙
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
加
え
、「
同
号
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
三
号
又
は
第
四

号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
議
会
議
員
又
は
埼
玉
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使

用
等
の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ

る
埼
玉
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

期
日
を
告
示
さ
れ
た
埼
玉
県
議
会
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


